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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２５年５月９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭           

                         委   員  根 本 美 奈           

 

事故種類 火災 

発生日時 平成２４年９月１５日（土） １７時３２分ごろ 

発生場所 山形県酒田市酒田港第２区 

酒田市所在の酒田灯台から真方位１７３°１,７９０ｍ付近 

（概位 北緯３８°５５.８′ 東経１３９°４９.１′） 

事故調査の経過 平成２４年１０月１日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

ダイビング船 海
かい

竜
りゅう

、５トン未満 

２１１－１１３９９山形、個人所有 

９.５８ｍ（Lr）×２.４８ｍ×０.７７ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、２０９.６０kＷ、平成２年４月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６２歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許 登録日 昭和６３年４月８日 

免許証交付日 平成２４年６月４日 

（平成３０年５月１２日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 操舵室左舷後部を焼損（廃船） 

 事故の経過 

 

 本船は、船長ほか１人が乗り組み、ダイビング客８人を乗せ、酒田

市飛島沖などでダイビングを終え、平成２４年９月１５日１６時３０

分ごろ酒田港第２区の係留地に帰港し、係留して翌日の機材が積み込

まれたのち、船長がダイビング客と共にダイビングショップに戻って

無人となった。 

 係留地を管理する作業員は、係留地内にいた人から本船の船内に炎

が見える旨の連絡を受けて本船に急行し、操舵室の左舷船尾側が燃え

ているのを認めて１７時３２分ごろ消防署に通報した。 

本船は、到着した消防署員により放水による消火活動が行われ、１

７時５５分ごろ鎮火した。 

 気象・海象 

  

気象：天気 晴れ、風向 東南東、風速 約３.６m/s 

海象：海上 平穏 
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 その他の事項 本船は、船体の中央部に操舵室、同室の前に前部船室が配置され、

操舵室の下方には機関室、その船尾方にバッテリー室及び燃料タンク

が設けられていた。 

本船は、主機の排気がミキシングエルボで冷却水と混合されて船尾

端の排気管から排出されていたが、排気管には約３年で腐食による破

口が生じるため、船長は、修理業者に相談したところ、排気管を操舵

室内に設置する改造を提案されたが、操舵室の外に設置するように要

望した。 

修理業者は、船長から依頼を受けて排気管を調査したところ、ミキ

シングエルボからの冷却水が船体の中央付近の排気管内で溜まりやす

い構造であり、排気管の高さを調整する必要があったが、燃料タンク

の配置から調整できないことを知り、排気管を操舵室の床から天井へ

向けて貫通させる改造を提案し、船長の了解を得て改造を本事故の約

３～４年前に行った。 

排気管は、外径約１１cm の鋼管製であり、操舵室天井の貫通部に溶

接付けされたフランジ（約３０cm×約２７cm、ステンレス製）と同天

井との間に厚さ約５mm の断熱材を挿入し、同天井にボルト及びナット

で締め付けられ、固定されていた。 

操舵室内の排気管は、床から高さ約９９cm の間に消音器が取り付け

られ、その上端から操舵室天井貫通部までの長さ約５６cm の部分には

厚さ約１cm の断熱材（グラスウール製）が巻かれていた。 

船長は、改造後、断熱材からの臭いが気になり、操舵室の左舷側壁

を利用して排気管の船首側及び右舷側に木製の支柱を設置し、木製の

支柱に内装材（石膏
こう

ボード）を張り付け、床から天井に至る排気管の

周囲を内装材で囲み、密封された構造とするとともに、内装材表面の

放熱用とし、船尾側引き戸上方の天井付近の壁に２か所の穴を開け

た。 

本船は、本事故後に調査したところ、操舵室左舷後部付近に焼損が

確認され、排気管が貫通する操舵室天井及び操舵室内の排気管を覆う

内装材の上部が焼損し、木製の支柱が炭化して操舵室の上部が黒い煤
すす

で覆われていた。 

主機の排気温度は、通常の運転状態で約３４０～５４０℃であっ

た。 

本船は、本事故当日、海上が穏やかであり、酒田港から飛島沖まで

の航海が約１時間１５分であったが、波が高ければ、２時間以上かか

ることもあった。 

船長は、本船を離れる前、操舵室への機材の積込みを行っていた

が、焼けた臭いはしなかった。 

本船は、機関室に自動拡散型消火器を、船室に持ち運び式の消火器

をそれぞれ備えていた。 
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分析 

 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

 本船は、飛島沖などでダイビングを終え、１５日１６時３０分ごろ

酒田港第２区の係留地に帰港し、同区の係留地に無人で係留中、操舵

室を貫通する主機排気管の周囲に木製支柱等を使用して空気の流通の

ない密封された空間を作っていたことから、放熱が妨げられて排気管

からの受熱により木製支柱の炭化が進み、木材の発火温度が低下して

出火したものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、飛島沖などでダイビングを終え、１５日１６時

３０分ごろ酒田港第２区の係留地に帰港し、同区の係留地に無人で係

留中、操舵室を貫通する主機排気管の周囲に木製支柱等を使用して空

気の流通のない密封された空間を作っていたため、放熱が妨げられて

排気管からの受熱により木製支柱の炭化が進み、木材の発火温度が低

下して出火したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・排気管の周囲は、放熱を妨げるような密封構造としないこと。 

・排気管の周囲に可燃物を配置しないこと。 

 




